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 １２月７日に美里町の採卵鶏農場で発生した高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の

防疫措置が、１２月１１日（土）１３時００分に完了しました。 

 なお、防疫措置の経過は以下のとおりです。 

１ 発生農場の概要 

  (1) 農場の所在地 

    児玉郡美里町 
  (2) 飼養羽数 
    １５，６９２羽（採卵鶏） 

２ 防疫措置の経過 

    別紙１のとおり 

３ 作業従事者数 

    ５５０人（累計） 

４ その他 

 (1) 消毒ポイントの一部閉鎖 
   防疫措置完了に伴い、以下のとおり消毒ポイントを閉鎖します（別紙２参照） 
  ・美里町役場（美里町木部３２３－１）：１２月１２日（日）１９時００分 
    
  (2) 搬出制限（発生農場から半径３～１０km圏内の区域）解除予定日   
    １２月２７日（月） 
 
    ただし、防疫措置完了後１０日が経過した後に実施する清浄性確認検査により、 
   すべての農場で陰性が確認されている場合 

 

 (3) 移動制限（発生農場から半径３km圏内の区域）解除予定日   

    令和４年１月２日（日）午前０時（防疫措置完了後２１日） 

 

     ※ (2)、(3)ともに国と協議の上、解除します。 
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